
令和８年５月２９日 

公募に関する質問と回答（「ワンヘルスの森 四王寺ビジターセンター（仮称）」整備事業基本・実施設計業務） 

【技術提案に関する質問と回答】 

整理 

番号 

質問票 

提出日 
質問内容 回答 

1 5/21  業務対価について  

実施要綱 P2 には「受託候補者と見積り合わせを

行い…」と記載されていますが、本業務の対価につ

いて、可能であれば概算額をご提示いただけますで

しょうか。 

 

 

・整備基本計画の第５章（１）に概算事業費（予算額）の記載があ

りますので、こちらを参考にして下さい（委託費の基本・実施設

計（地質調査含む）の概算事業費）。 

 

2 5/21  整備事業基本・実施設計業務委託 P8 ビジターセ

ンターの基本・実施設計 （仕様書別紙１ ９（２）） 

建築と展示の業務仕分けが記載されていますが、

展示に関連して、空間を想定する場合、どうしても

展示の手法などと密接に関連すると思われます。今

回の提案の中に、施設設計者の立場からの展示に対

する手法などを提案してもよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

・何を重視して提案するかは提案者の自由なので、ご質問の提案が

あっても構いません。 

 



令和８年５月２９日 

3 5/21  整備事業基本・実施設計業務委託 P8 ビジターセ

ンターの基本・実施設計 （仕様書別紙１ ９（２）） 

基本計画の中には、新施設が完成後、現在のワン

ヘルスの森ミュージアムの展示がどのようになる

か、記載がありませんが、新施設の展示と重複する

部分があるように思えます。どのようにお考えでし

ょうか。あるいは、今回の提案の中に、ワンヘルス

の森ミュージアムの展示に関する考え方を含めて

もよろしいでしょうか。 

 

・現在のワンヘルスの森ミュージアムとの展示内容の棲み分けに

ついては、別途発注予定の展示物基本設計により検討していくこ

ととしています。 

・何を重視して提案するかは提案者の自由なので、ご質問の提案が

あっても構いません。 

 

4 5/21  建築設計業務委託仕様書 P２  

設計与条件には、展望台についての記載がありま

せんが、今回の提案には含めないという理解でよろ

しいでしょうか。 

その場合、展望台については別途発注されるので

しょうか。 

 

・今回の提案は、プロポーザル実施要領「３技術提案の対象範囲」

のとおり、ビジターセンターの基本・実施設計としています。よ

って展望台（展望デッキ）は今回の提案には含めません。また、

展望デッキに関する業務は別途発注する予定です。 

・なお、技術提案の対象範囲は上記のとおりですが、本業務の内容

については、仕様書別紙１「１標準業務」（１）～（４）に記載

の業務となっています。 

5 5/21  基本計画 p.17 図 7 ビジターセンターの建築可

能範囲  

建築可能範囲内において、保存すべき重要樹木は

ありますでしょうか。また、既存庭園については撤

去可能と考えてよいでしょうか。 

 

・建築可能範囲内において、保存すべき重要樹木はありません。 

また、既存庭園については撤去可能です。 



令和８年５月２９日 

6 5/21  基本計画 p.17 図 7 ビジターセンターの建築可

能範囲  

九州電力引込み電柱、携帯電話基地局等インフラ

引き込み位置は変更可能でしょうか。またフラッグ

ポールは移設もしくは撤去予定でしょうか。 

 

 

・ご質問のあったインフラの引き込み位置は変更可能として検討

して頂いて構いませんが、図７の右側（北側）から電力等が供給

されていることにご留意下さい。 

・フラッグポールについては撤去可能です。 

 

7 5/21  提案書様式−７ （様式技-７） 

提案書様式−７で、取組み体制について記述する

箇所がありますが、そこには担当者（業務主任技術

者などを含めて）の実名は記載してはならないと解

釈すべきでしょうか。あるいは イニシャル K,S と

いった形で表記すべきでしょうか。 

 

 

・プレゼンテーションは匿名で実施します。よって提出者の特定に

つながる可能性があるので、実名は記載しないようにして下さ

い。イニシャル表記については許容しますので、必要であればイ

ニシャル表記にして下さい。 

 

8 5/22  様式技−５  

実務主任技術者（電気）の（エ）保有資格等は設

備設計一級建築士か建築設備士以外の資格を記載

しても宜しいでしょうか？参加表明では上記以外

の資格を記載しました。 

 

 

 

・実務主任技術者（電気）については保有資格等の指定はありませ

んので、設備設計一級建築士か建築設備士以外の資格を記載して

も構いません。 

 



令和８年５月２９日 

9 5/26 

 

 仕様書別紙１の９（２）p８ 屋外広場について  

「建物東側に、イベントの受付やオリエンテーシ

ョン等で使用する屋外広場の併設を検討するこ

と。」とありますが、必ずしも東側に計画しなくても

よいでしょうか。 

 

 

 

 

 

・建物や諸室の配置等を検討した結果、屋外広場を東側以外に計画

した方がより良い提案もあると思いますので、必ずしも東側に計

画しなくても良いです。 

・なお、発注者としては下記の人の流れ（動線）から屋外広場を東

側に計画した方が、利便性が高いと考えていますので参考にして

下さい。 

・整備基本計画の図７において、右側（北側）にはアクセス道、駐

車場、左側（南側）には県民の森内への遊歩道が続いており、建

設検討範囲の上側（西側）は斜面が近接しているため、人の流れ

（動線）は図７の下（東側）寄りの左右（南北）方向に集中。 

 

10 5/26 

 

 ビジターセンターの運営について（上足利用）  

現在、施設内は上足で利用されているようです

が、新施設ではどのように土足・上足の区分を考え

ているかお示しいただけるでしょうか。 

 

 

・整備基本計画３．５．４施設計画（３）①平面計画概要に記載の

とおり、管理部門の休憩室及び更衣室は上足利用を想定していま

す。上記以外については土足での利用を想定しています。 

 

11 

 

5/26 

 

 ビジターセンターの運営について（有料・無料）  

新施設内に有料で利用する室は予定しているで

しょうか。 

 

 

 

・整備基本計画３．３管理、運営体制等（２）に記載のとおり、ビ

ジターセンターの入場料はワンヘルスの普及のための学習施設

であることを踏まえ、基本的には無料としますが、一部施設の利

用については有料とすることも検討しています。 



令和８年５月２９日 

12 5/26  ビジターセンターの運営について（施錠）  

新施設での運営管理について、開館・閉館時間や

曜日は決まっているでしょうか。 

閉館時には全て施錠する予定でしょうか。 

一部２４時間利用可能な部分（トイレなど）を提案

してもよいでしょうか。 

 

 

 

・整備基本計画３．３管理、運営体制等（１）に記載のとおり、ビ

ジターセンターの開館時間は四王寺県民の森の運営時間に準じ

ることを想定しています。 

・四王寺県民の森の開園時間は、４月～９月は９時～１８時、１０

月～３月は９時～１７時、休園日は月曜日（月曜日が祝日の場合

はその翌日）と年末年始（１２月２９日～１月３日）です。 

【外部アドレス】 

四王寺県民の森ホームページ 

 https://shioujikenminnomori.org/ 

・閉館時は全て施錠する予定ですが、一部２４時間利用可能な部分

の提案があっても構いません。 

 

13 5/26 

 

 ビジターセンターの運営について（トイレ）  

設計与条件にある男子便所・女子便所は、屋内か

らのアクセスか、屋外からのアクセスか、どちらを

想定しているでしょうか。 

 

・ビジターセンターの来訪者や職員も利用することから、室内から

のアクセスを想定しています。 

 

14 5/26 

 

 ビジターセンターの計画について  

仕様書内にビジターセンターは木造地上１階と

記載がありますが、一部２階にしたり、屋上の提案

をしてもよいでしょうか。 

 

 

・ご質問の提案があっても構いません。但し、関係法令を遵守した

実現可能な提案であり、利用者の安全性や、施設の維持管理も考

慮した提案をして下さい。 

 



令和８年５月２９日 

15 5/26 

 

 ビジターセンターの計画について  

エキスパンションジョイントを設けて別棟とし

た上で、ワンヘルスの森ミュージアムと一部連結さ

せるような計画をしてもよいでしょうか。 

 

 

・ご質問の提案があっても構いません。但し、関係法令を遵守した

実現可能な提案であり、利用者の安全性や、施設の維持管理も考

慮した提案をして下さい。 

 

16 5/26 

 

 既存センター駐車場トイレについて  

ワンヘルスの森ミュージアムの南東側にある、既

存のセンター駐車場トイレは解体する予定でしょ

うか。そのまま存置の予定でしょうか。 

 

 

・センター駐車場トイレは解体する予定はありません。そのまま残

置する予定です。 

 

 


